
「SoftBank 光サービス規約」新旧対照表 

改定前 

（2025 年 1 月 16 日付） 

改定後 

（2025 年 4 月 16 日付） 

第 6 章 サービスの利用停止 

第 26 条（サービスの停止） 

 

第 6 章 サービスの利用停止 

第 26 条（サービスの停止） 

(6)の 2  会員が、当社が送付する本サービスの利用に必

要な接続機器等（詳細は機器レンタル規約に定めま

す。）を受け取る意思がないと当社が認めた場合 

第 7 章 契約の解除 

第 29 条（当社が行う契約の解除） 

1．当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、

利用契約を解除できるものとします。 

(1)第 26 条（サービスの停止）第 1 項に基づき本サービ

スの利用停止を受けた会員が当社から期間を定めた催告

を受けたにもかかわらず、なおその事由が解消されない

場合。 

第 7 章 契約の解除 

第 29 条（当社が行う契約の解除） 

1．当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、

利用契約を解除できるものとします。 

(1)第 26 条（サービスの停止）第 1 項または第 2 項

（6）の 2 に基づき本サービスの利用停止を受けた会員

が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、

なおその事由が解消されない場合。 

第 11 章 その他 

第 51 条（パーソナルデータの取り扱い） 

 

第 11 章 その他 

第 51 条（パーソナルデータの取り扱い） 

3．当社は、「プライバシーポリシー」に定めるほか、本

サービスを提供するにあたり、以下の各情報を取得、保

持かつ利用する場合があります。当社は、これらの情報

について本規約に従い取り扱います。 

(1) Wi-Fi 周波数別の接続機器台数（機能搭載機器ご利

用の場合に限ります）、電波状態（機能搭載機器ご利用

の場合に限ります）等 

 

  



「機器レンタル規約」新旧対照表 

改定前 

（2024 年 4 月 1 日付） 

改定後 

（2025 年 4 月 16 日付） 

第 1 章 総則 

第 2 条（定義） 

(11)「BB サービス規約」とは、「Yahoo! BB 光 with フ

レッツサービス規約」、「Yahoo! BB 光 フレッツコ

ースサービス規約」、「SoftBank 光サービス規約」、

「SoftBank Air サービス規約」、「Yahoo! BB 光シ

ティサービス規約」、「モニター割サービス利用規

約」のことをいいます。 

(12)「光電話機能」とは、光 BB ユニットを使用して

「光電話（N）」が利用可能となる機能のことをいい

ます。 

(15)「モニター割」とは、お客様にテレビ視聴調査、ス

マートフォンやタブレット、PC の利用調査、アンケー

ト調査等に参加いただくことにより、その対価として

当社インターネットサービスの割引を受けることが

できるサービスのことをいいます 

 

第 1 章 総則 

第 2 条（定義） 

(11)「BB サービス規約」とは、「Yahoo! BB 光 with フ

レッツサービス規約」、「Yahoo! BB 光 フレッツコ

ースサービス規約」、「SoftBank 光サービス規約」、

「SoftBank Air サービス規約」、「Yahoo! BB 光シテ

ィサービス規約」のことをいいます。 

(12)「光電話機能」とは、光 BB ユニットまたはホーム

ゲートウェイ（S）を使用して「光電話（N）」が利

用可能となる機能のことをいいます。 

(15)削除  

(16)「メッシュ Wi-Fi」とは、複数のアクセスポイントと

してメッシュ Wi-Fi ルーターを宅内に設置し、広範囲

に Wi-Fi 環境を提供するために（以下「メッシュ Wi-

Fi 機能」といいます）、専用のルーターをレンタルす

るサービスのことを言います。 

 

第 2 章 本サービスの内容 

第 4 条（レンタル契約の成立及び終了） 

2. 各接続機器のレンタル契約の成立日は以下のとおり

です。 

各接続機器 契約成立日 

光 BB ユニット、

無線 LAN カード、 

ホームゲートウェ

イ（N）、ホームゲ

ートウェイ（N）

10 ギガ、無線 LAN

カード（N）、地デ

ジチューナー、回

線終端装置、モデ

ム     

当社が各接続機器の申し込みを

承諾した日 

Air ターミナル 申込者が Air ターミナルを受領

したことを 

第 2 章 本サービスの内容 

第 4 条（レンタル契約の成立及び終了） 

2. 各接続機器のレンタル契約の成立日は以下のとおり

です。 

各接続機器 契約成立日 

光 BB ユニット、無

線 LAN カード、 

ホームゲートウェイ

（N）、ホームゲート

ウェイ（N）10 ギ

ガ、無線 LAN カード

（N）、地デジチュー

ナー、回線終端装

置、ホームゲートウ

ェイ（S） 

当社が各接続機器の申し込み

を承諾した日 



当社が確認した日 

メッシュ Wi-Fi ル

ーター 

申込者がメッシュ Wi-Fi ルータ

ーを受領したことを 

当社が確認した日 

※メッシュ Wi-Fi ルーターの引

渡時期は概ね以下のとおりで

す。ただし次項の申込不承諾事

由がある場合を除きます。 

【SoftBank Air の契約成立前の

申込の場合】 

申込者の指定する日 

【SoftBank 光の契約成立前の

申込の場合】 

SoftBank 光の契約成立日まで

の当社が指定する日 

※申込が、SoftBank 光の契約

成立日に近接している場合を除

く 

【その他の場合】 

申込日の翌日から 6 日後 

TV 測定器 【モニター割と同時申込の場

合】 

モニター割の契約成立日 

【モニター割の契約成立後 TV

測定器を追加した場合】 

追加申込受領日 

 

 

Air ターミナル 申込者が Air ターミナルを受

領したことを 

当社が確認した日 

メッシュ Wi-Fi ルー

ター 

申込者がメッシュ Wi-Fi ルー

ターを受領したことを 

当社が確認した日 

※メッシュ Wi-Fi ルーターの

引渡時期は概ね以下のとおり

です。ただし次項の申込不承

諾事由がある場合を除きま

す。 

【SoftBank Air の契約成立前

の申込の場合】 

申込者の指定する日 

【SoftBank 光の契約成立前の

申込の場合】 

SoftBank 光の契約成立日まで

の当社が指定する日 

※申込が、SoftBank 光の契約

成立日に近接している場合を

除く 

【その他の場合】 

申込日の翌日から 6 日後 

削除  

 

第 5 条（レンタル料金） 

2. 各接続機器の課金開始日は以下のとおりとします。 

・当社インターネットサービスの契約成立前に申し込ん

だ場合 

各接続機器 課金開始日 

光 BB ユニット、

無線 LAN カード、

地デジチューナ

BB サービス規約に準じる 

第 5 条（レンタル料金） 

2. 各接続機器の課金開始日は以下のとおりとします。 

・当社インターネットサービスの契約成立前に申し込ん

だ場合 

各接続機器 課金開始日 

光 BB ユニット、無

線 LAN カード、地

デジチューナー、

BB サービス規約に準じる 



ー、Air ターミナ

ル、ホームゲート

ウェイ（N）、ホー

ムゲートウェイ

（N）10 ギガ、無

線 LAN カード

（N）、回線終端装

置、モデム、メッ

シュ Wi-Fi ルータ

ー 

 

・当社インターネットサービスの契約成立後に申し込ん

だ場合 

各接続機器 課金開始日 

光 BB ユニッ

ト、無線 LAN カ

ード、地デジチ

ューナー 

各接続機器を提供するオプション

サービスへの申込日の翌日を 1 日

目として 7日目が属する月の翌月

1 日 

Air ターミナル レンタル契約の成立日が属する月

の翌月 1 日 

ホームゲートウ

ェイ（N）、 

無線 LAN カード

（N） 

当社が各接続機器を提供するオプ

ションサービスの利用が可能であ

ることを確認した日 

メッシュ Wi-Fi

ルーター 

レンタル契約の成立日 

 

 

Air ターミナル、ホ

ームゲートウェイ

（N）、ホームゲー

トウェイ（N）10 ギ

ガ、無線 LAN カー

ド（N）、回線終端

装置、メッシュ Wi-

Fi ルーター、ホー

ムゲートウェイ

（S） 

 

・当社インターネットサービスの契約成立後に申し込ん

だ場合 

各接続機器 課金開始日 

光 BB ユニッ

ト、無線 LAN カ

ード、地デジチ

ューナー、ホー

ムゲートウェイ

（S） 

各接続機器を提供するオプション

サービスへの申込日の翌日を 1 日

目として 7日目が属する月の翌月

1 日 

Air ターミナル レンタル契約の成立日が属する月

の翌月 1 日 

ホームゲートウ

ェイ（N）、 

無線 LAN カード

（N） 

当社が各接続機器を提供するオプ

ションサービスの利用が可能であ

ることを確認した日 

メッシュ Wi-Fi

ルーター 

レンタル契約の成立日 

 

第 5 章 その他 

第 15 条（パーソナルデータの取り扱い） 

 2.本サービスに係る各接続機器のうち、光 BB ユニット、

Air ターミナル、TV 測定器、メッシュ Wi-Fi ルーター

の交換・故障修理を行う場合、当社は、接続機器製造事

業者に対し以下の情報を提供する場合があります。  

第 5 章 その他 

第 15 条（パーソナルデータの取り扱い） 

2.本サービスに係る各接続機器のうち、光 BB ユニット、

ホームゲートウェイ（S）、Air ターミナル、メッシュ Wi

-Fi ルーターの交換・故障修理を行う場合、当社は、接

続機器製造事業者に対し以下の情報を提供する場合が



 

提供先（接続機器製造事業者） ：日本裕展貿易株式会

社、Sercomm Corporation(台湾)、加賀電子株式会社、

ユーティースターコムジャパン株式会社、オウガ・ジャ

パン株式会社、華為技術日本株式会社  

目的：機器の修理及び故障原因の解析のため 

あります。  

提供先（接続機器製造事業者） ：日本裕展貿易株式会

社、Sercomm Corporation(台湾)、加賀電子株式会社、

ユーティースターコムジャパン株式会社、オウガ・ジャ

パン株式会社、華為技術日本株式会社 、サーコム・ジャ

パン株式会社 

目的：機器の修理及び故障原因の解析のため 

第 6 章 ひかり電話機能/光電話機能に関する個別規定 

 

 

第 6 章 ひかり電話機能/光電話機能に関する個別規定 

第 21 条の 2（光電話機能の標準提供） 

当社は、各接続機器のなかでホームゲートウェイ（S）の

レンタル契約が成立した会員のうち、ホワイト光電話を

契約した会員以外に対しては、光電話機能を提供するも

のとします。ただし、この場合光電話機能の利用料金は請

求しないものとします。 

 

別記 

1．（当社が提供する各接続機器） 

当社は、以下の各接続機器をレンタルするものとします。 

項

番 

各接続

機器 

各接続機器の説明等 インターネ

ット 

10 
TV 測

定器 

モニター割において、モ

ニターのテレビ視聴行動

の測定に必要な機器 

1 契約者につき 3 台まで

レンタル可能とする。 

SoftBank 光 

SoftBank 

Air 

Yahoo! BB 

光 with フ

レ ッ ツ

/Yahoo! BB 

光 フレッツ

コース 

11 

ホーム

ゲート

ウェイ

（N）10

ギガ 

SoftBank 光において当

社が別途定める提供品目

にてインターネットサー

ビス等を利用する際に必

要な機器 

無線 LAN 標準提供 

SoftBank 光 

別記 

1．（当社が提供する各接続機器） 

当社は、以下の各接続機器をレンタルするものとします。 

項番 各 接 続

機器 

各接続機器の説明等 インター

ネット 

10 削除   

11 

ホ ー ム

ゲ ー ト

ウ ェ イ

（N）10

ギガ 

SoftBank 光において当

社が別途定める提供品目

にてインターネットサー

ビス等を利用する際に必

要な機器 

無線 LAN 標準提供 

SoftBank 

光 



12 

メッシ

ュ Wi-

Fi ル

ーター 

 

インターネットサービス

等を利用する場合におい

て、同サービスを利用す

る建物内に複数台設置す

ることで、より広範囲で

Wi-Fi 環境を構築できる

機器（メッシュ Wi-Fi を

利用するための機器）。 

1 契約につき 2 台セット

でのレンタルを標準とし

ます。機器の追加レンタ

ル（別途料金要）も 3 台

まで申し込むことがで

き、合計最大 5 台までレ

ンタルを行うことができ

ます。 

SoftBank 光 

SoftBank 

Air 

 

 

 

 

 

 

 

12 

メ ッ シ

ュ Wi-Fi

ル ー タ

ー 

 

インターネットサービス

等を利用する場合におい

て、同サービスを利用す

る建物内に複数台設置す

ることで、より広範囲で

Wi-Fi 環境を構築できる

機器（メッシュ Wi-Fi 機

能を利用するための機

器）。 

1 契約につき 2 台セット

でのレンタルを標準とし

ます。機器の追加レンタ

ル（別途料金要）も 3 台

まで申し込むことがで

き、合計最大 5 台までレ

ンタルを行うことができ

ます。 

SoftBank 

光 

SoftBank 

Air 

13 

ホ ー ム

ゲ ー ト

ウ ェ イ

（S） 

SoftBank 光において当

社が別途定める提供品目

にてインターネットサー

ビス等を利用する際に必

要な機器 

ブロードバンドルータ 

SoftBank 

光 

 



2．（オプションサービス申し込みに伴い提供される各接

続機器） 

項

番 

オプションサ

ービス 
各接続機器 

1 
無線 LAN パッ

ク 
無線 LAN カード 

2 
Wi-Fi マルチ

パック 

光 BB ユニット 

無線 LAN カード 

3 削除  

4 
Wi-Fi 地デジ

パック 

光 BB ユニット 

無線 LAN カード 

地デジチューナー（R） 

5 
地デジチュー

ナー（R） 

光 BB ユニット 

無線 LAN カード 

地デジチューナー（R）※SoftBank 

Air の場合、光 BB ユニット、無線

LAN カードは不要です。 

6 BB フォン 

光 BB ユニット 

※Yahoo! BB 光 with フレッツ

／Yahoo! BB 光 フレッツコー

ス／SoftBank 光で利用する場

合のみ。 

7 
ホワイト光電

話 
光 BB ユニット 

2．（オプションサービス申し込みに伴い提供される各接

続機器） 

項

番 

オプションサ

ービス 
各接続機器 

1 
無線 LAN パッ

ク 
無線 LAN カード 

2 
Wi-Fi マルチ

パック 

光 BB ユニット 

無線 LAN カード 

ホームゲートウェイ（S）※

SoftBank 光・10 ギガでご利用の

場合。 

3 削除  

4 
Wi-Fi 地デジ

パック 

光 BB ユニット 

無線 LAN カード 

地デジチューナー（R） 

5 
地デジチュー

ナー（R） 

光 BB ユニット 

無線 LAN カード 

地デジチューナー（R）※SoftBank 

Air の場合、光 BB ユニット、無線

LAN カードは不要です。 

6 BB フォン 

光 BB ユニット 

※Yahoo! BB 光 with フレッツ

／Yahoo! BB 光 フレッツコー

ス／SoftBank 光で利用する場

合のみ。 

ホームゲートウェイ（S）※

SoftBank 光・10 ギガでご利用の

場合。 

7 
ホワイト光電

話 

光 BB ユニット 

ホームゲートウェイ（S）※

SoftBank 光・10 ギガでご利用の

場合。 



8 光電話（N） 

光 BB ユニットまたはホームゲー

トウェイ（N）※SoftBank 光でご

利用の場合。 

光 BB ユニットおよびホームゲー

トウェイ（N）10 ギガ ※SoftBank 

光・10 ギガでご利用の場合。 

9 
ひかり電話機

能 
光 BB ユニット 

10 光電話機能 光 BB ユニット 

11 無線 LAN（N） 
ホームゲートウェイ（N） 

無線 LAN カード（N） 

12 モニター割 TV 測定器 

13 

メッシュ Wi-

Fi（「メッシ

ュWi-Fiルー

ター追加」を

含む） 

メッシュ Wi-Fi ルーター 

 

 

8 光電話（N） 

光 BB ユニットまたはホームゲー

トウェイ（N）※SoftBank 光でご

利用の場合。 

光 BB ユニットおよびホームゲー

トウェイ（N）10 ギガ ※SoftBank 

光・10 ギガでご利用の場合。 

ホームゲートウェイ（S）※

SoftBank 光・10 ギガでご利用の

場合。 

9 
ひかり電話機

能 
光 BB ユニット 

10 光電話機能 

光 BB ユニット 

ホームゲートウェイ（S）※

SoftBank 光・10 ギガでご利用の

場合。 

11 無線 LAN（N） 
ホームゲートウェイ（N） 

無線 LAN カード（N） 

12 削除  

13 

メッシュ Wi-

Fi（「メッシ

ュWi-Fiルー

ター追加」を

含む） 

メッシュ Wi-Fi ルーター 

ホームゲートウェイ（S）※

SoftBank 光・10 ギガでご利用の

場合。 

 



3．（各接続機器の契約終了に伴い、解除となるオプショ

ンサービス） 

以下の「各接続機器」の欄に記載の契約が終了した場合、

ションサービス」の欄に記載のオプションサービスの契約

て解除するものとします。 

項

番 
各接続機器 オプションサービス 

1 
光 BB ユニッ

ト 

Wi-Fi マルチパック 

Wi-Fi 地デジパック 

地デジチューナー（R） 

BB フォン 

ホワイト光電話 

光電話機能 

ひかり電話機能 

2 
無線 LAN カー

ド 

無線 LAN パック 

Wi-Fi マルチパック 

Wi-Fi 地デジパック 

地デジチューナー（R） 

3 削除  

4 
地デジチュー

ナー 
地デジチューナー（R） 

5 
ホームゲート

ウェイ（N） 

光電話（N） 

※光電話機能で利用している場合

は除く 

無線 LAN（N） 

6 TV 測定器 

モニター割 

※レンタル契約が成立している

TV 測定器が 0 台になった場合 

3．（各接続機器の契約終了に伴い、解除となるオプション

サービス） 

以下の「各接続機器」の欄に記載の契約が終了した場合、「

ョンサービス」の欄に記載のオプションサービスの契約につ

解除するものとします。 

項

番 
各接続機器 オプションサービス 

1 
光 BB ユニッ

ト 

Wi-Fi マルチパック 

Wi-Fi 地デジパック 

地デジチューナー（R） 

BB フォン 

ホワイト光電話 

光電話機能 

ひかり電話機能 

2 
無線 LAN カー

ド 

無線 LAN パック 

Wi-Fi マルチパック 

Wi-Fi 地デジパック 

地デジチューナー（R） 

3 削除  

4 
地デジチュー

ナー 
地デジチューナー（R） 

5 
ホームゲート

ウェイ（N） 

光電話（N） 

※光電話機能で利用している場合

は除く 

無線 LAN（N） 

6 削除  



7 
メッシュ Wi-

Fi ルーター 

メッシュ Wi-Fi（「メッシュ Wi-

Fi ルーター追加」を含む） 

 

7 
メッシュ Wi-

Fi ルーター 

メッシュ Wi-Fi（「メッシュ Wi-

Fi ルーター追加」を含む） 

8 
ホームゲー

トウェイ（S） 

Wi-Fi マルチパック 

BB フォン 

ホワイト光電話 

光電話（N） 

光電話機能 

メッシュ Wi-Fi 
 



4．（継続となる機器レンタル契約） 

オプションサービスの契約が終了になった場合でも、以

下の機器レンタル契約は継続するものとします。 

項

番 

オプションサービ

ス 
各接続機器 

1 削除  

2 
地デジチューナー

(R) 

光 BB ユニット 

無線 LAN カード 

3 
Wi-Fi マルチパッ

ク 

光 BB ユニット 

 

4 
Wi-Fi 地デジパッ

ク 
光 BB ユニット 

5 BB フォン 光 BB ユニット 
 

6 ホワイト光電話 光 BB ユニット  

7 光電話（N） 
光 BB ユニット 

ホームゲートウェイ（N） 
 

8 ひかり電話機能 光 BB ユニット 

9 光電話機能 
光 BB ユニット 

ホームゲートウェイ（S） 

10 無線 LAN（N） ホームゲートウェイ（N） 

 

4．（継続となる機器レンタル契約） 

オプションサービスの契約が終了になった場合でも、以

下の機器レンタル契約は継続するものとします。 

項

番 

オプションサービ

ス 
各接続機器 

1 削除  

2 
地デジチューナー

(R) 

光 BB ユニット 

無線 LAN カード 

3 
Wi-Fi マルチパッ

ク 

光 BB ユニット 

ホームゲートウェイ（S） 

4 
Wi-Fi 地デジパッ

ク 
光 BB ユニット 

5 BB フォン 
光 BB ユニット 

ホームゲートウェイ（S） 

6 ホワイト光電話 
光 BB ユニット 

ホームゲートウェイ（S） 

7 光電話（N） 

光 BB ユニット 

ホームゲートウェイ（N） 

ホームゲートウェイ（S） 

8 ひかり電話機能 光 BB ユニット 

9 光電話機能 
光 BB ユニット 

ホームゲートウェイ（S） 

10 無線 LAN（N） ホームゲートウェイ（N） 

11 メッシュ Wi-Fi ホームゲートウェイ（S） 

 



 

「あんしん交換保証利用規約」新旧対照表 

改定前 

（2024 年 3 月 4 日付） 

改定後 

（2025 年 4 月 16 日付） 

第 2 章 本サービスおよび利用契約 

第 5 条（利用申し込みの承諾） 

1.申込者が前条に規定する利用申し込みを行い、当社が

その申し込みを承諾した場合、以下に定める日に成立

するものとします。 

 

 

 

 

 

同時契約したレンタル機器 契約成立日 

光 BB ユニット 機器を受領したことを

当社が確認した日 メッシュ Wi-Fi ルーター 

ホームゲートウェイ （N） 当社が各接続機器を提

供するオプションサー

ビスの利用が可能であ

ることを確認した日 

無線 LAN カード（N） 

第 2 章 本サービスおよび利用契約 

第 5 条（利用申し込みの承諾） 

1.申込者が前条に規定する利用申し込みを行い、当社が

その申し込みを承諾した場合、以下に定める日に成立す

るものとします。 
 

同時契約したレンタル機

器 

契約成立日 

光 BB ユニット 機器を受領したことを当

社が確認した日 ホームゲートウェイ （S） 

メッシュ Wi-Fi ルーター 

ホームゲートウェイ （N） 当社が各接続機器を提供

するオプションサービス

の利用が可能であること

を確認した日 

ホームゲートウェイ （N）

10 ギガ 

無線 LAN カード（N） 

 

  



「24 時間出張修理オプション（N）サービス利用規約」新旧対照表 

改定前 

（2023 年 8 月 18 日付） 

改定後 

（2025 年 4 月 16 日付） 

第 3 条（本サービスの提供範囲） 

当社が会員に対し提供する本サービスの保守範囲は、以

下の通りとします。 

(1)保守の対象となる事象 

下記(2)記載の設備の故障 

(2)保守の対象となる設備 

本契約が附帯した SoftBank 光契約において使用されて

いる以下の設備 

NTT 東西収容ビル内装置、会員宅までの光ファイバー、

当社が提供する宅内レンタル機器（回線終端装置／VDSL

モデム／映像用終端装置／光 BB ユニット／無線 LAN カ

ード（光 BB ユニット内蔵）／無線 LAN カード（N）／ホ

ームゲートウェイ（N）／オフィスゲートウェイ（N））／ 

ホームゲートウェイ（N）10 ギガ 

第 3 条（本サービスの提供範囲） 

当社が会員に対し提供する本サービスの保守範囲は、以下

の通りとします。 

(1)保守の対象となる事象 

下記(2)記載の設備の故障 

(2)保守の対象となる設備 

本契約が附帯した SoftBank 光契約において使用されてい

る以下の設備 

NTT 東西収容ビル内装置、会員宅までの光ファイバー、当

社が提供する宅内レンタル機器（回線終端装置／VDSL モデ

ム／映像用終端装置／光BBユニット／無線LANカード（光

BB ユニット内蔵）／無線 LAN カード（N）／ホームゲート

ウェイ（N）／オフィスゲートウェイ（N））／ 

ホームゲートウェイ（N）10 ギガ／ホームゲートウェイ（S） 

 

  



「7-22 時出張修理オプション（N）サービス利用規約」新旧対照表 

改定前 

（2023 年 8 月 18 日付） 

改定後 

（2025 年 4 月 16 日付） 

第 3 条（本サービスの提供範囲） 

当社が会員に対し提供する本サービスの保守範囲は、以

下の通りとします。 

(1)保守の対象となる事象 

下記(2)記載の設備の故障 

(2)保守の対象となる設備 

本契約が附帯した SoftBank 光契約において使用されて

いる以下の設備 

NTT 東西収容ビル内装置、会員宅までの光ファイバー、

当社が提供する宅内レンタル機器（回線終端装置／VDSL

モデム／映像用終端装置／光 BB ユニット／無線 LAN カ

ード（光 BB ユニット内蔵）／無線 LAN カード（N）／ホ

ームゲートウェイ（N）／オフィスゲートウェイ（N））／ 

ホームゲートウェイ（N）10 ギガ 

第 3 条（本サービスの提供範囲） 

当社が会員に対し提供する本サービスの保守範囲は、以下

の通りとします。 

(1)保守の対象となる事象 

下記(2)記載の設備の故障 

(2)保守の対象となる設備 

本契約が附帯した SoftBank 光契約において使用されてい

る以下の設備 

NTT 東西収容ビル内装置、会員宅までの光ファイバー、当

社が提供する宅内レンタル機器（回線終端装置／VDSL モデ

ム／映像用終端装置／光BBユニット／無線LANカード（光

BB ユニット内蔵）／無線 LAN カード（N）／ホームゲート

ウェイ（N）／オフィスゲートウェイ（N））／ 

ホームゲートウェイ（N）10 ギガ／ホームゲートウェイ（S） 

 

 


